
 

 

 

NCC８月平和のメッセージ 

 

「その日の夕方になって、イエスは、『向こう岸に渡ろう』と弟子たちに言われた。」（マルコ４章 35 節） 

 

過去 4 年間、コロナ・パンデミックに苦しめられてきた世界が今一層、不信と敵意を深める空気に包まれている

ことに、わたしたち日本キリスト教協議会（NCC）は深い憂慮を覚えながらここに主の福音に励まされ、平和のメッ

セージを発します。 

一昨年 2 月のミャンマー軍事クーデター、そして昨年 2 月に勃発したロシアのウクライナ侵攻は世界の人々を震

撼させました。ロシアとウクライナの攻防は今も停戦の見通しさえ全く見えません。この戦争における今目に見え

る侵攻の暴虐と共に、わたしたちは 1991 年以降 30 年間のポスト冷戦時代にも人の目に見えにくく進行し続け

た冷戦的な思考が世界政治を支配し続けたと考えます。つまり「安全保障」の名の下に敵意の心理が互いの不信感

を一層強めて遂に戦争勃発となったのです。そのことのゆえに、世界は一層対立的に分断され、さらなる軍拡の加

速化と、核戦争の不安さえ打ち消せない、破局的な戦争の危機が深まる枠組みの中に閉じ込められたままである

といえます。 

そのような世界情勢に伴い、「有事」が今盛んにプロパガンダによって叫ばれるこの東北アジアにおいて、日本

では昨年末の「安保三文書」の閣議決定以降、今年の通常国会で大軍拡路線を一層加速させる法案（軍拡財源特

措法、軍需産業支援法）が強行採決されたことにわたしたちは抗議します。 

昨年 9 月、世界教会協議会（WCC）第 11 回総会に NCC と加盟教派の参加者は、日本国憲法第 9条の世界的

意義を訴える書簡を送り、同総会の平和の声明文の中で取り上げられ、明記されました。わたしたちは、福音信仰

に堅く立ち、敵意ではなく和解と信頼による平和外交を指し示す憲法 9 条の精神を今までにも増して高く掲げて

いくことを、日本のキリスト教会に託された宣教課題と考えます。 

さらに、大軍拡へと突き進もうとする日本の先の通常国会では、同時に、いのちと人権、そして人々の暮らしが

ないがしろにされる幾つもの法案（マイナンバー法、LGBT理解増進法、入管難民改定法、GX原発推進法）が強行

採決されたことについても抗議せずにおれません。また、今年断行されようとする東京電力福島原発の放射性汚

染水海洋放流による、いのちと地球環境への甚大な破壊的影響を憂慮し、わたしたちは断固反対します。 

わたしたちは今、関東大震災 100 年となる 9 月を目前にしています。100 年前の大震災において、震災によ

る犠牲者とは別に、国家と民間人（自警団）による虐殺によって命を落とした朝鮮人と中国人などの数千人に及ぶ

犠牲者の追悼のために今年の 2 月以来、NCC をはじめとするプロテスタントとカトリックのキリスト者がエキュメ

ニカルに追悼集会の準備を進めてきました。わたしたちはこの追悼を宣教の課題と受け止め、100 年前の虐殺事

件の歴史から、平和を破壊する戦争における国家と社会、そして人間を支配する敵意と不信感と差別とが連関し

て取り返しのつかない暴力という結果を生むことを教訓として学ばねばなりません。そしてわたしたちは、危機の

中にあってもキリストの体なる教会が神の前でだれと共に生き、沈黙せず何を証しし、いかに主イエス・キリストに

従い隣人愛の奉仕を担うべきか思い起こそうとしています。 

わたしたちは平和の脅かされる嵐の時代にあっても、主が指し示されるいのちの向こう岸を見失うことなく、平

和の宣教の航路を進み続けていけますように、敬愛する姉妹兄弟と共に心から祈りはたらく輪を広げていくこと

を訴えます。  
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